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  規　　　　　則  

　山形県手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第58号

　　　山形県手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　山形県手数料条例の一部を改正する条例（平成15年７月県条例第40号）の施行期日は、平成15年９月１日とする。

  告　　　　　示  

山形県告示第777号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成15. 7. 8訪　 問　 介　 護
有限会社セスナー介護事業部

米沢市アルカディア一丁目808番地18

有限会社セスナー

南陽市宮内778番地１号

同　　  7.23
痴呆対応型共同生

活介護　　　　　

グループホームこもれびの家

米沢市大字花沢3612番地の１

有限会社敬愛会

米沢市大字花沢3612番地の１
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山形県告示第778号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第779号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定により、次のとおり事業の認定をした。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　起業者の名称

　　真室川町

２　事業の種類

　　真室川町森林交流館（仮称）整備事業

３　起 業 地

　 　収用の部分　　真室川町大字新町字上荒川及び字荒川地内

　 　使用の部分　　な　し

４　事業の認定をした理由

　 　土地収用法第20条第１号の要件への適合性について

　真室川町森林交流館（仮称）整備事業（以下「本件事業」という｡）は、土地収用法（昭和26年法律第219号）

第３条第32号に掲げる「地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供

する施設」に関する事業に該当するため、土地収用法第20条第１号の要件を充足すると判断される。

　 　土地収用法第20条第２号の要件への適合性について

　本件事業の起業者である真室川町は、一般会計により既に財源措置を講じていることから、土地収用法第20

条第２号の要件を充足すると判断される。

　 　土地収用法第20条第３号の要件への適合性について

　　イ　申請事業の施行により得られる公共の利益について

　本件事業は、地域林業の緊急課題である間伐材等の利用を積極的に推進するため、間伐材製品の展示機能や

観光情報発信機能等を持たせた森林交流館（仮称）を整備する事業である。

　真室川町は、総面積の88.3％を森林で占め、木材や特用林産物といった恵まれた森林資源を保有している林

業の町である。しかし、近年は木材価格の低迷、林業従事者の減少、高齢化等林業を取り巻く状況はかなり厳

しい状況にある。また、人工林面積に対し、間伐対象地である４齢級から10齢級の面積が70.5％を占めること

から、間伐を主体とする林業生産事業の推進が大きな課題となっている。

　本件事業の施行により、良質な地域材を内外に知らしめることができるため、間伐材の利用促進及び当町の

森林資源の有効活用を図ることができる。また、町民や観光客等に地域資源に関する情報や観光情報等を提供

することができることとなるため、地域交流の一層の促進が図られるとともに、林業を始めとする地域経済の

活性化に寄与するものと認められる。

　以上のように、本件事業の施行により得られる利益は、相当程度存すると認められる。

　　ロ　申請事業の施行により失われる利益について

　本件事業は、環境影響評価法（平成９年法律第81号）及び山形県環境影響評価条例（平成11年条例第29号）

等により環境影響評価が義務付けられた事業に該当しないことから、環境影響評価は実施されていないもの

の、起業地は町の中心部に位置しているため、本件事業の施行により工事期間中の騒音、振動に起因する周辺

環境への影響について検討する必要がある。

　この点について、起業者は、騒音及び振動に最大限配慮した工事を行うこととしており、具体的には、防音

シートを全面に施すとともに、施行にあたり大きな振動を発生させない工法を選定することとしている。

　以上を勘案すれば、本件事業の施行により失われる利益は最小限にとどまるものと認められる。

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成15．7.17
居宅介護支援事業所　楓の家

米沢市金池六丁目８番地８号

医療法人社団緑愛会

東置賜郡川西町大字下奥田3796番地20号
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　　ハ　代替案の検討について

　　　起業地の位置については、

　　 　交通の利便性が高く、集客が図れる場所であること。

　　 　町中心部の活性化に有利なこと。

　　 　必要面積が確保できること。

　　 　経済的に有利なこと。

　　 　周辺の環境が良好で、学習効果が図られる場所であること。

等の基準により、起業地の候補地を３箇所選定し、候補地の優劣を比較した結果、本件事業の起業地は、町

の中心部に位置し、交通の利便性がよく、町民や観光客等の利用が極めて容易であること、周辺の環境が良

好で、必要な面積を確保できること、経済的に安価であること等から最も適切であると認められる。

　　ニ　比較衡量

　イで述べた得られる公共の利益とロで述べた失われる利益を比較衡量した結果、本件事業の施行により得ら

れる公共の利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ハで述べたように、本件事業の起業地は他

の土地と比較して最も適切であると認められる。

　　　以上により、本件事業は土地収用法第20条第３号の要件を充足すると判断される。

　 　土地収用法第20条第４号の要件への適合性について

　　イ　申請事業を早期に施行する必要性

　近年の林業を取り巻く木材価格の低迷、林業従事者の減少、高齢化等の厳しい情勢を踏まえると、できるだ

け早期に本件事業を施行して間伐材等の地域材の需要拡大を図る必要があるものと認められる。

　　ロ　起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

　本件事業に係る起業地の範囲は、道路構造令等の規格に基づき必要な範囲であると認められる。また、収用

の範囲は、本体工事により恒久的に設置される施設の用に供する起業地の範囲にとどめられていることから、

収用又は使用の別についても合理的であると認められる。

　　ハ　収用する公益上の必要性

　以上にかんがみれば、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、土地収用法第20

条第４号の要件を充足すると判断される。

　 　結　論

　　　 から までにおいて述べたように、本件事業は、土地収用法第20条各号の要件を充足すると判断される。

　　　以上の理由により、本件事業について、土地収用法第20条の規定に基づき、事業の認定をするものである。

５　起業地を表示する図面の縦覧場所

　　真室川町農林課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第780号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年５月27日　　指令村総建第5003号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　上山市金瓶字原133－７

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　上山市旭町二丁目４番11－３号

　　平向　雄一
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  公　　　　　告  

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第29条第１項の規定により指定しようとする

特別保護地区は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、文化環境部環境保護課及び村山総合支庁保健福祉環境部環境課において平成15年８月18日ま

で縦覧に供する。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　特別保護地区の名称

　　月山鳥獣保護区特別保護地区

２　特別保護地区の区域

　　縦覧に供する図面のとおり

３　特別保護地区の存続期間

　　平成15年11月１日から平成25年10月31日まで

４　特別保護地区の保護に関する指針の案

　 　特別保護地区の指定区分

　　　森林鳥獣生息地の保護区

　 　特別保護地区の指定目的

　当該区域は、天然広葉樹林が広がる中に、石跳川を中心に池沼等が点在する変化に富んだ地形を有し、多様

な生物相が維持されており、鳥獣の生息に極めて重要な地域であることから、特別保護地区に指定し、鳥獣の

保護繁殖を図るものである。

５　意見書の提出

　　当該区域の住民及び利害関係人は、１から４までの事項についての意見書を提出することができる。

　 　意見書の受付期間

　　　平成15年８月５日から同月18日まで

　 　意見書の提出先

　　　文化環境部環境保護課又は村山総合支庁保健福祉環境部環境課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項の規定により、平成15年度砂利採取業務主任者試験を次のとお

り実施する。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　試験の日時及び場所

　 　日　時　　平成15年11月７日(金)　午前10時から正午まで

　 　場　所　　山形県工業技術センター講堂　山形市松栄二丁目２番１号

２　受験手続

　受験願書を平成15年９月22日(月)から同年10月10日(金)までの間に山形市松波二丁目８番１号商工労働観光部

産業政策課に提出すること（郵便による提出の場合は、10月10日(金)までの消印のあるものに限り受け付ける｡)。

３　そ の 他

　　詳細については、商工労働観光部産業政策課鉱政係（電話023(630)2361）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受け

る。

　　平成15年８月５日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　山形県基幹高速通信ネットワーク整備に伴う建設システム再構築業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
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　　山形県土木部管理課　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2673

３　随意契約の相手方を決定した日　平成15年６月25日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　テクノ・マインド株式会社山形支社　山形市東山形一丁目６番26号

５　随意契約に係る契約金額　43,890,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）第10条第１項第２号該当

正　　　　　誤

正誤行ページ
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